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第１章 計画の基本的な考え方 

 

 １ 計画策定の目的                                      

 
 本町では、「男女共同参画社会基本法」（※１）に基づき、平成２４（２０１２）年３月

に「深浦町男女共同参画推進プラン」を策定し、「男女が共に輝く社会に向けて」を基本

理念に、男女の人権が尊重され、性別にかかわりなく個性や能力を十分に発揮できる社会

を目指して、様々な取り組みを行ってきました。 

 少子高齢化の進行や人口減少社会の到来など、町民を取り巻く社会環境や生活実態が変

化していく中で、男女が互いにその人権を尊重しつつ、社会のあらゆる分野に等しく参画

し、ともに責任を分かち合う男女共同参画社会を築いていくことが、持続可能なまちづく

りへ繋がるものと考えます。 

 「深浦町男女共同参画推進プラン」の策定から１０年間、様々な取り組みを総合的に推

進することによって、男女共同参画社会への関心は、町民の方々に広まってきたと思われ

ますが、実現するためには更なる取組の推進が必要です。 

 このような経緯や今後の課題、国の「第５次男女共同参画基本計画」や県の「第５次あ

おもり男女共同参画プラン」の趣旨を踏まえつつ、本町における男女共同参画社会を実現

するための取り組みをより総合的・効果的に推進するため、本町の施策を体系的にまとめ

た「第２次深浦町男女共同参画推進プラン」を策定するものです。 

 なお、本プランは、女性活躍推進法第６条２項に基づく推進計画として位置付けるもの

です。 
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 ２ 計画策定の背景                                      
 

（１）日本の取組 
 国では、平成１１（１９９９）年６月に国・地方公共団体・国民における、男女共同参

画社会の形成に関する取り組みや責務を明らかにした「男女共同参画社会基本法」を制定

しました。 

 この法律に基づき、平成１２（２０００）年１２月に「男女共同参画基本計画」、「平成

１７（２００５）年１２月には「第２次男女共同参画基本計画」、平成２２（２０１０）

年１２月には「第３次男女共同参画基本計画」を策定しました。 

 平成２７（２０１５）年８月に女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画

の策定を事業主に義務付ける「女性活躍推進法」が制定され、令和２（２０２０）年１２

月には「第５次男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた総合

的な施策の推進を図っています。 

 

（２）青森県の取組み 
県では、平成１２（２０００）年１月に「あおもり男女共同参画プラン２１」を策定し、

平成１３（２００１）年７月に「青森県男女共同参画推進条例」を制定、同年１１月に知

事の附属諮問機関として「青森県男女共同参画審議会」を設置しています。平成１４（２

００２）年６月に同プランを改定し、県の男女共同参画の推進に関する基本計画として位

置付けました。 

また、平成１９（２００７）年３月に「新あおもり男女共同参画プラン２１」、令和４

（２０２２）年２月には「第５次あおもり男女共同参画プラン」を策定し、積極的な取り

組みが行われています。 

 

（３）深浦町の取り組み 
 平成１７（２００５）年３月に旧深浦町、旧岩崎村が合併して新生深浦町が誕生しまし

た。合併後、本町では、男女共同参画社会実現への取り組みを重要と考え、平成２４（２

０１２）年３月に「深浦町男女共同参画プラン」を策定し、様々な取り組みを行ってきま

した。 

 このたび、これまでの成果と課題、社会情勢の変化等を踏まえ、「第２次深浦町男女共

同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて、取り組みを更に進めていき

ます。 

 

 

 ３ 計画の期間                                         
 

本計画の期間は、令和４（２０２２）年度から令和１３（２０３１）年度の１０か年と

します。 

計画期間中においても町の総合計画の策定や国内外の動向や社会経済情報の変化等を

考慮し、必要に応じて見直しを行います。 
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第２章 基本目標と施策の推進 

 

基本目標１  

性別にかかわりなく一人ひとりが活躍できる環境づくり             

 

【現状と課題】 
女性にとっての職業生活の持続は、出産や育児を理由としてやむを得ず中断せざるを

得ない機会が多く、加えて家庭内における家事・育児・介護の問題が負担となり、就業

の断念につながっている状況があります。 

 女性が働くにあたって、その能力を高め、十分に能力を発揮できる環境を作ることは、

女性だけでなく活力ある社会を形成するためにもきわめて重要な課題です。 

 このような課題を克服するため、性別にかかわりなく、個人の能力に基づいた雇用環境

と、働く女性が子どもを産み育てることが出来る環境の整備を進め、男女が共に職業生活

と家庭生活の両立ができる「ワーク・ライフ・バランス」（※２）という考え方を行政は

もとより、企業等にも働きかけ、男女が共に能力を発揮できる社会づくりを目指します。 

 

 

重点項目１ 政策・方針決定の場への女性の参画拡大 
政策等を推進する際には各分野から専門的な意見などを広く求め、その意見を政策に反

映させるために、法律や条例に基づく付属機関（審議会等）が設置されることがあります。

あらゆる分野において、女性が積極的に自らの意志で政策・方針決定過程へ参画し、反映

していけるよう促す取り組みが必要です。 

≪施策の方向≫ 

①各種審議会等医員への女性登用の推進 
 付属機関（審議会・委員会委員等）への女性の登用について積極的に取り組みます。 

②管理職等への女性の積極的登用の促進 
 町における女性管理職の登用に努めます。 

 

 

 

重点項目２ 女性の人材育成と能力開発（エンパワーメント）（※３） 
 女性が自らの意識と能力を高め、主体的に活躍できるよう、社会のあらゆる分野での女

性のチャレンジを支援し、活躍したい女性の掘り起こしやキャリア形成支援、活躍の場の

提供のほか、活躍する女性のロールモデルの情報提供をしていくことが必要です。 

≪施策の方向≫ 

①理工系分野等で活躍する女性の育成 
 女性に対するデジタル知識や技能向上のための取り組みを行います。 

②女性のチャレンジを促進する社会的気運の醸成 
 活躍したい女性・活躍する女性のネットワークづくりの推進を行います。 
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重点項目３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 
 女性が男性とともに職場に参画し、その能力を十分に発揮するためには、家事・育児・

介護などの家庭での責任を男女が共に担わなけれななりません。職業生活や地域生活、家

庭生活を両立し、安心して子どもを産み育てることのできる環境を推進するためには、社

会的支援を充実することが必要です。 

≪施策の方向≫ 

①育児休業や介護休業制度の周知 
 育児休業や介護休業制度の周知及び制度を取得しやすい職場づくりに務め、男性職員の

取得率向上を推進します。 

②男性の家事・育児・介護支援の充実 
 男性を対象にした料理教室開催の他、男性の育児や介護への参画を推進します。 

③子育て支援の環境整備 
 子育てに関する情報提供や支援事業、相談事業等の充実と推進を図ります。 

 

 

重点項目４ 雇用等における男女共同参画の推進 
 働きたい女性が、希望に応じた柔軟で多様な働き方を選択することが出来るよう、事業

者に対して性別にかかわりなく、個人の能力に基づいた雇用環境の整備を推進するよう働

きかけることが必要です。 

 また、農林水産業に関しても現状では男性が決定権を握っている事が多く、女性の労働

力の重要性が増す中、組織体制には女性が参画しにくい状況であることから、固定的性別

役割分担意識（※４）を解消し、女性の労働・役割に対する正当な評価や参画の場の拡大

を図ります。 

≪施策の方向≫ 

①女性の雇用拡大と雇用環境の推進 
 事業所等に対して、男女雇用機会均等法等の関係法令の周知や雇用環境の整備を推進し

ます。 

②農業委員会委員等への女性登用の推進 
 女性農業者の意見反映や組織運営の決定の場への参画を推進します。 
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≪深浦町における女性の参画状況≫（令和３（２０２１）年４月１日現在） 

 

【町議会】 

議員定数 うち女性議員数 女性議員比率 

１２人 ０人 ０％ 

 

【町委員会】地方自治法第 180条の 5基づく委員会等 

委員総数 うち女性委員数 女性委員比率 

２７人 ４人 １４.８％ 

 

【町審議会】地方自治法第 180条の 3基づく審議会等 

審議員総数 うち女性審議員数 女性審議員比率 

１７８人 ２８人 １２.３％ 

 

【町の管理職】 

管理職総数 うち女性管理職数 女性管理職比率 

１９人 ２人 １０.５％ 
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第２章 基本目標と施策の推進 

 

基本目標２ 全ての人が安心して暮らせる社会づくり                    

 

【現状と課題】 
１人１人が互いを尊重し合い心豊かに暮らすためには、性別・世代・生活環境にとらわ

れることなく、それぞれの人権やライフスタイル、価値観を互いに認め合わなければなり

ません。 

昨今の社会情勢により単身世帯やひとり親世帯が増加し、また、厳しい経済・雇用情勢

の中で家族の在り方も多様化している中で安全で快適な地域社会を築いていくためには、

さまざまな世代の男女が共にそれぞれの視点から参画し、価値観を反省させていくことが

不可欠です。 

また、女性に対する暴力は、個人の尊厳を害するとともに男女平等の実現の妨げとなっ

ており、女性に対する暴力の問題は国際的にも重要な課題として位置付けられています。

さらに、性的マイノリティ（※５）であることを理由として困難な状況に置かれる場合が

あることについては、人権の観点から理解を促進するなどの取り組みも必要です。 

男女が互いを理解し、生涯を通じて健康に暮らせるような環境整備を図り、あらゆる分

野において政策や方針を決定する過程への女性の参画を推進し、男女が共に参画できる社

会づくりを目指します。 

 

 

 

重点項目５ 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対す

る支援と多様性を尊重する環境の整備 
 固定的性別役割分担意識が強くワーク・ライフ・バランスが不十分なため、女性は育児・

介護などで就業を中断しやすく、不安定な非正規雇用に就きやすいことから、女性の自立

に向けた様々が支援が必要です。また、高齢の単身男性や父子世帯も、男性役割のプレッ

シャーが男性を困難な状況に追い込んでいるという指摘があることから、理解の促進や取

り組みが必要です。 

≪施策の方向≫ 

①ひとり親家庭への支援 
 ひとり親家庭の経済的自立と生活の安定を図るための支援を行うとともに、子どもの学

習を支援し、次世代への貧困の連鎖を断ち切るための取り組みを進めます。 

②高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備 
 女性党であることで複合的に困難な状況に置かれることが無いよう、人権尊重や男女共

同参画の視点からの取り組みを行います。 
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重点項目６ 地域における男女共同参画の推進 
 地域コミュニティ（※６）は、すべての地域住民が相互に関わり合いながら生活する場

であり、安心して充実した生活を送ることが出来る場でもあります。 

 地域活動などにおいて、男女が共に参画できる環境を作るとともに、女性リーダーの育

成などの支援が必要です。 

≪施策の方向≫ 

①男女共同参画による地域活動の推進 
 地域社会における組織・団体の活動において、男女共同参画の理解を深め、活力ある地

域社会の形成を推進します。 

②地域の女性リーダー育成 
 地域社会や団体・グループ等の中核となる女性リーダーの育成を図ります。 

 

 

 

 

重点項目７ 女性に対する暴力の根絶と性的マイノリティへの理解の

促進 
 女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女の対等な関係づく

りを推進する男女共同参画社会の形成を阻害することとなります。 

 ＤＶ（※７）やセクシャルハラスメント等を未然に防ぐための方策や被害者の支援体制

の確立等、人権侵害の根絶に向けた総合的な施策が求められています。 

 また、性的マイノリティについての理解が不十分なため、性的マイノリティの方々に対

し、人権尊重と多様性の観点から配慮する必要があります。 

≪施策の方向≫ 

①女性に対する暴力を容認しない社会の環境づくり 
 女性に対する暴力防止に係る意識啓発及び対応への取り組みを推進します。 

②各種ハラスメントの防止に向けた取り組み 
 「セクハラ」「パワハラ」「マタハラ」などを防止するための意識啓発を図り、働きやす

い環境整備を推進します。（※８） 

③性的マイノリティの適切な対応 
 各分野における性的マイノリティの方への適切な対応と理解の促進を図ります。 
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重点項目８ 生涯にわたる心身の健康支援 
 男女が共に責任を担い、生きがいを持って主体的に行動することが出来る社会の形成に

は、男女が生涯を通じて健康に暮らせる環境整備が必要です。 

 男女それぞれに特有の病気があることから、性と生殖に関する健康と権利についての考

えを定着させるとともに、生涯の各時期に応じた健康の保持・増進を推進します。 

≪施策の方向≫ 

①健康相談・支援の充実 
 健康で長生きする意識を備えることが出来るよう、健康や病気に関する正しい知識や情

報を学ぶ機会の充実を図ります。 

②こころの健康問題への取り組み 
 ポスターの作製や掲示による普及啓発や心身に関する相談に応じ、必要な助言・指導を

行い心の健康づくりを推進します。 
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第２章 基本目標と施策の推進 

 

基本目標３  男女共同参画社会に向けた意識づくり                     

 

【現状と課題】 
一人ひとりの人権が尊重され、男女が対等なパートナーとして、自らの意思により社会

のあらゆる分野に参画し、ともに責任を担う男女共同参画社会の実現が求められています。

しかしながら、長年の社会的習慣として形成されてきた性別に基づく偏見や、固定的性別

役割分担意識は依然として家庭・職場・地域社会のあらゆる場に根強く残っているのが現

状です。 

そのため、家庭や地域などのあらゆる分野、子供から高齢者までのあらゆる世代で『性

別にとらわれない一人ひとりの個性を尊重する』意識づくりを行うことが重要です。また、

学校教育・社会教育において、基本的人権を尊重する教育、男女平等の教育を推進し、男

女が対等な立場であらゆる分野に参画するための意識作りを目指します。 

 

重点項目９ 男女共同参画の視点に立った意識改革 
 男女共同参画に関する啓発事業や町民が学習できる機会の提供を通して、家庭や地域な

どあらゆる分野における男女共同参画に関する広報・啓発に積極的に取り組み、意識の向

上を図ることが必要です。 

≪施策の方向≫ 

①男女共同参画の視点に沿った男女の役割分担、慣行、習慣の見直し 
 地域のしきたりや習慣が男女共同参画に配慮され、見直される意識を醸成します。 

②男女共同参画に関する理解の促進 
 男女共同参画社会実現の必要性を理解してもらうため、広報紙やホームページ等を活用

し理解の促進を図ります。 

 

 

重点項目１０ 男女共同参画を推進する教育・学習の充実 
 人間の意識や価値観は、家庭・学校・地域社会における生活や教育の在り方に大きく影

響されます。地域の中で幅広い層に向けて実施する学習の機会に、男女共同参画に関する

教育・学習の機会や情報を提供することが必要です。 

≪施策の方向≫ 

①学校教育等における男女共同参画に関する理解促進 
 学校教育において、男女がお互いに尊重し合う人間関係を築くための教育の推進を図り

ます。 

②国際的な男女共同参画に関する理解の促進 
 男女平等に関する国際的な取り組みについて、情報の提供に努めます。 
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重点項目 11 男女共同参画の視点に立った防災対策 
 災害時には、平常時における社会の課題が一層顕著になって現れるため、平常時からの

男女共同参画社会の実現が防災・復興を円滑に進める基盤となります。製作・計画・淳の

企画立案及び実施にあたっては、女性の参画が重要であり、災害時には避難所運営や被災

者支援等において女性が意思決定の場に参画し、リーダーとして運営に携わることが重要

です。 

 また、消防団や自主防災組織等への女性の参画を促進するとともに、リーダーに複数の

女性が含まれるよう、女性リーダーの育成を図っていくことが大切です。 

≪施策の方向≫ 

①防災分野における男女共同参画の推進 
 防災における政策・方針決定過程への女性の参画促進を図ります。 

②女性消防団員数の増加 
 女性の視点を生かした火災予防や災害対策を実行するため、女性消防団員数の増加を目

指します。 
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第３章 計画の推進 

 

 １  推進体制の整備                                       
 

（１） 男女共同参画推進会議の設置 
男女共同参画の推進に向けて、町の関係部局による推進会議を設けて、町の総合計

画に反映の上、進捗管理や状況に応じた内容となるように計画の見直しを行います。 

 

（２） 職員研修の充実 
町職員が男女共同参画の視点を持ち、率先して業務を遂行し、男女共同参画社会の

形成を推進できるように研修の充実を図るとともに、本計画を広く周知します。 

 

（３） 関係機関との連携 
町民・関係団体・事業所などとネットワークを構築し連携の上、男女共同参画社会

の実現に向けた取組を推進していきます。 

家庭・地域・職場などあらゆる場面において、自発的な男女共同参画社会に向けた

取組が推進できるよう、男女共同参画の形成に関する情報の収集に努め、広く情報を

提供していきます。 

また、本計画の目標とする男女共同参画社会の形成は、国、県はもとより、男女共

同参画を推進する関係行政機関や男女共同参画推進員などと連携を密にし、一体とな

った取組を推進します。 
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参考資料 

 

 １  男女共同参画キーワード解説                     
 

（ｐ２） 

※１ 男女共同参画社会基本法 

 男女が社会の対等な構成員としてあらゆる分野の活動に参画する機会を確保し、男女が

均等に利益を享受するとともに、責任を担う男女共同参画社会を形成するための基本方針

や理念を示す法律です。平成 11 年 6 月公布・施行（１４ページ参照） 

 

（ｐ４） 

※２ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

 国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、

家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様

な生き方が選択・実現できることをいいます。個人の生活の充実とともに、企業の生産性

向上さらには社会・経済の活性化に寄与するといわれます。 

 

（ｐ４） 

※３ 女性のエンパワーメント 

 エンパワーメントとは、潜在的に持っている力を引き出し発揮することをいいます。女

性のエンパワーメントが促進されることによって、家庭や地域、職場などのあらゆる場面

で、真に平等で公平な社会が実現されるようになります。 

  

（ｐ５） 

※４ 固定的性別役割分担意識 

 男女を問わず個人の能力等による役割分担ではなく、「男は仕事、女は家庭」等のよう

に男性・女性という性別を理由として役割を固定的に分ける考え方のことをいいます。 

 

（ｐ６） 

※５ 性的マイノリティ 

 典型的とされる男女とは異なる“性の在り方”を持つ人たちのことをいいます。 

レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシャル（両性愛者）、ト

ランスジェンダー（性同一性障害など心と体の性が一致しない人）の頭文字をとったＬＧ

ＢＴとも呼ばれます。 

 

（ｐ７） 

※６ 地域コミュニティ 

 地域住民が生活し、相互交流が行われている場所、交流が行われている住民の集団のこ

とをいいます。 
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（ｐ７） 

※７ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

 パートナーからの暴力をいいます。広義では女性、子ども、高齢者、障害者など家庭内

弱者への「継続的な身体的虐待、心理的虐待、基本的なニーズの剝奪、性的虐待」を指し

ます。単に殴る、蹴るなどの暴力のみならず、威嚇する、無視する、行動を制限するなど

心理的苦痛を与えることも含まれます。 

 

（ｐ７） 

※８ セクシャル・ハラスメント（セクハラ） 

 いわゆる「セクハラ」のことであり、相手の意に反した性的な言動などの性的嫌がらせ

をいいます。平成 28 年 8 月、事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇

用管理上講ずべき措置についての指針（いわゆるセクハラ指針）の改正が行われ、これに

より事業主は職場において妊娠、出産等により女性労働者の職業環境が害競れることの無

いよう雇用管理上措置を講ずることが義務付けられ、併せてＬＧＢＴなどの性的少数者に

対する職場におけるセクハラもセクハラ指針の対象となる旨が明確化されました。 

 

※８ パワー・ハラスメント（パワハラ） 

 いわゆる「パワハラ」のことであり、社会的な地位の強い者による、自らの権利や立場

を利用した嫌がらせをいいます。 

 

※８ マタニティ・ハラスメント（マタハラ） 

 いわゆる「マタハラ」のことであり、働く女性が妊娠・出産をきっかけに、職場で精神

的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産を理由とした解雇や雇い止めで不利益を被

ったりするなど不当な扱いを意味する言葉です。 
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参考資料 

 

 ２  男女共同参画社会基本法                                 
 

平成 11年法律第 78号 

平成 11年 6 月 23日公布 

目次 

 前文 

 第 1 章 総則（第 1 条－第 12 条） 

 第 2 章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第 13 条－第 20 条） 

 第 3 章 男女共同参画会議（第 21 条－第 28 条） 

附則 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な

取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされて

いる。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上

で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位

置付け社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくこと

が重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法

律を制定する。 

 

   第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条  この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある   

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基

本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的と

する。 

（定義） 

第 2 条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ 

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的

利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

 二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するための必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 （男女の人権の尊重） 

第 3 条  男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権

が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第 4 条  男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割

分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共

同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女

の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければ

ならない。 
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（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第 5 条  男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体にお

ける政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨と

して、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第 6 条  男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該

活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第7 条  男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんが

み、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第 8 条  国は、第 3 条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本

理念」という。） にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（ 積極的改善措置を含む。

以下同じ。） 総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第 9 条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じ

た施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務） 

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

2  政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

 

   第 2 章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 （男女共同参画基本計画） 

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男

女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。） を定めな

ければならない。 

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

3  内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。 

4  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公

表しなければならない。5 前 2 項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。） を定

めなければならない。 

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 
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3  市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」

という。） を定めるように努めなければならない。 

4  都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及

び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な

措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱

いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救

済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるもの

とする。 

（国際的協調のための措置） 

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情

報の交換をその他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男

女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

 

   第 3 章 男女共同参画会議 

（設置） 

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。） を置く。  

（所掌事務） 

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第 3 項に規定する事項を処理すること。  

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促

進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

 三 前 2 号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大

臣に対し、意見を述べること。 

 四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が

男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各

大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第 23 条 会議は、議長及び議員 24 人以内をもって組織する。 

（議長） 

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

2 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 
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2 前項第 2 号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の 10 分の 5 未満であってはならない。 

3 第 1 項第 2 号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分の

4 未満であってはならない。 

4 第 1 項第 2 号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第 26 条 前条第 1 項第 2 号の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

2 前条第 1 項第 2 号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第 27 条 会議はその所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監

視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者 

に対しても必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、

政令で定める。 

 

   附 則（平成 1 1年 6 月 23 日法律第 78 号）抄 

（施行期日） 

第 1 条  この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第 2 条  男女共同参画審議会設置法（平成 9 年法律第 7 号） は、廃止する。 

 

   附 則（平成 1 1年 7 月 16 日法律第 102 号）抄 

（施行期日） 

第 1 条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 88 号） の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

一 略  

二 附則第 10 条第 1 項及び第 5 項、第 14 条第 3 項、第 23 条、第 28 条並びに第 30 条の規定 公布

の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第 29 条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の

職員である者（任期の定めのない者を除く。） の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそ

れぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

 一から十まで 略 十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第 30 条 第 2 条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に

法律で定める。 

 

   附 則（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）抄 （施行期日） 

第 1 条 この法律（ 第 2 条及び第 3 条を除く。） は、平成 1 3 年 1 月 6 日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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参考資料 

 

 ３  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律                             
（平成二十七年九月四日） 

（法律第六十四号） 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力

を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が一

層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にの

っとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及

び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ

重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化そ

の他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇

用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定

的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮

して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の

家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業

生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、

育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活

における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な

両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の

意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則（次

条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に

関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活

に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備そ

の他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方

公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体

的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 
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四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければ

ならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努

めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を

勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画

（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般

事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と

総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを

定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（令元法二四・一部改正） 

第二節 一般事業主行動計画等 

（令元法二四・改称） 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の

数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施

する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労

働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様と

する。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働

省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労

働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業

生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情

について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第

二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の

割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定め

なければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、これを公表しなければならない。 
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６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行

動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即し

て、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努め

なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合に

ついて、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変

更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合す

るものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供

する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次

項及び第十四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付しては

ならない。 

（令元法二四・一部改正） 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り

消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当

該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般

事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用

の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三

条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律（平成三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚

生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（令元法二四・追加） 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第八条第一

項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（令元法二四・追加） 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（令元法二四・追加） 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定

を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 
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四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（令元法二四・追加） 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場

合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年

法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適

用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の

法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で

中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）の

うち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施する

ための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該

相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項

の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるも

のを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第

一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第

四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの

項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合におい

て、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み

替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前

項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に

与えようとする」と、同法第四十二条の三中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求める

ことができる。 

（平二九法一四・一部改正、令元法二四・旧第十二条繰下・一部改正） 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主

団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内

容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（令元法二四・旧第十三条繰下） 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事

業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周

知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実

施に努めるものとする。 

（令元法二四・旧第十四条繰下） 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業

主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画
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（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この

条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところに

より、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位

にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に

関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標について

は、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的

地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させる

ための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められ

た目標を達成するよう努めなければならない。 

（令元法二四・旧第十五条繰下） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する

次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各

号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（令元法二四・旧第十六条繰下・一部改正） 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職

業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を

定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

（令元法二四・旧第十七条繰下・一部改正） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の

支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営

み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報

の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるも

のとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当

該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（令元法二四・旧第十八条繰下） 
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（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（令元法二四・旧第十九条繰下） 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公

庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調

達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生

活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良

な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を

実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施

するように努めるものとする。 

（令元法二四・旧第二十条繰下・一部改正） 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深

め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（令元法二四・旧第二十一条繰下） 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の

職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（令元法二四・旧第二十二条繰下） 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を

行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第二十二条第一項の規

定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女

性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成さ

れる協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定による事務

の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加え

ることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連絡を

図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化

を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行

うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しな

ければならない。 

（令元法二四・旧第二十三条繰下・一部改正） 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（令元法二四・旧第二十四条繰下） 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（令元法二四・旧第二十五条繰下） 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 
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第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一

般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に対

して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（令元法二四・旧第二十六条繰下・一部改正） 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条

第一項に規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業

主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告

をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（令元法二四・追加） 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚

生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任すること

ができる。 

（令元法二四・旧第二十七条繰下・一部改正） 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

（令元法二四・旧第二十八条繰下） 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令

に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

（令元法二四・旧第二十九条繰下・一部改正） 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

（令元法二四・旧第三十条繰下・一部改正） 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

（令元法二四・旧第三十一条繰下・一部改正） 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

（平二九法一四・一部改正、令元法二四・旧第三十二条繰下・一部改正） 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は

人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

（令元法二四・旧第三十三条繰下・一部改正） 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

（令元法二四・旧第三十四条繰下・一部改正） 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除

く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行

する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 



 - 26 - 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密につ

いては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日

後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規定（同条

に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（令元法二四・一部改正） 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする。 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及

び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分の五十

を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三

条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附

則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、

附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十

九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項の改正

規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の

改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条

の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び

第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及

び第三十二条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条

の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状

況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 


